
栃木県自閉症協会      赤い羽根共同募金受配事業 

第 36回 自閉症支援セミナー
 ・・・・・自閉症児者への理解と支援をもとめて・・・・

 

～早稲田大学 教育･総合科学学術院教授 臨床発達心理士～ 

～ その「合理的配慮」の実例と最新事情 ～ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

★お申し込みは  ⇒ ・ＦＡＸ ： 028-612-7610 [終日] 

＊裏面の参加申込書にご記入の上、送信してください。 

・メール : asj-tochigi@wonder.ocn.ne.jp 
 

＊件名に「12 月 3 日セミナー申し込み」と明記し、①氏名・ふりがな②一般/学生/県協会会員 

③緊急連絡先電話/FAX 番号④保護者/専門職(所属先)を必ずご記入の上、送信してください。 

★お問い合わせは ⇒ ・ＴＥＬ ： 028-612-6477 [平日 10：00～16：00] 

★ホームページは  ⇒ 

 
 
 

 

 

 

●１ ＪＲ宇都宮駅から関東バス『清住・細谷』行きの「戸祭」下車 

（乗車時間約 25 分）、徒歩約 8 分  
 
●２ ＪＲ宇都宮駅から関東バス『西塙田経由宝木団地』行きの 

「福祉プラザ」下車（乗車時間約 25 分）、すぐ  
 
●３ ＪＲ宇都宮駅から関東バス『山王団地』、『石那田』、『今市・ 

日光東照宮』、『船生』行きの「長岡街道入口」下車 

（乗車時間約 25 分）、徒歩約 5 分  
 
●４ 東武宇都宮駅からは関東バス「東武駅前」から乗車、運行先及び

下車場所は*１、*３と同じです。（乗車時間約 20 分） 

今年４月に施行された障害者差別解消法において、事業者に「合理的配慮」の努力義務が課せられま

した。この「合理的配慮」とは何か？ 職場や福祉事業所で、障害の特性に応じた個々への配慮や支援

はどこまで期待できるのか？ 

発達障害者就労支援の第一人者 梅永雄二先生に、実例を交えて最新事情をお話ししていただきます。 

とちぎ福祉プラザ周辺地図・交通アクセス 

・日 時：2016年 12 月 3日（土）１3 時 30 分～16 時 00 分（受付 13 時 00 分より） 

・会 場：とちぎ福祉プラザ 多目的ホール（宇都宮市若草 1-10-6） 

・定 員：300 人  ・お申し込み：必要（先着順） *どなたでも参加できます。 

*定員に達してご参加いただけない方には、こちらからご連絡いたします。 

・参加費(資料代など)：一般 1,000 円／学生 800 円(学生証の提示必要)／栃木県自閉症協会会員は無料 

・託 児：ありません  ・駐車場：あります（無料） 

■主催：栃木県自閉症協会（一般社団法人日本自閉症協会 加盟） 

■後援：栃木県／栃木県発達障害者支援センター（ふぉ－ゆう） 

NPO 法人栃木県障害施設・事業協会／栃木県社会就労センター協議会 

    栃木県教育委員会／宇都宮市／宇都宮市教育委員会 

栃木県自閉症協会  

 


